
町職員募集

若さとやる気
　　　待ってま～す

　この夏、第21回参議院議員通常選挙が執行されます。
　投票日当日、仕事やレジャーで投票に行けない方は『期
日前投票』ができます。大切な一票です。棄権せず、必ず
投票しましょう。

※投票日については、現時点（6月20日現在）では、あく
まで予定日です。国会閉会後の閣議で正式決定されます
ので、新聞やテレビ、ラジオなどでご確認ください。また、
町のホームページ・防災行政無線でもお知らせします。
投票方法◆

【千葉県選挙区選挙】⇒ ｢候補者名｣で投票
【比 例 代 表 選 挙】⇒ ｢候補者名｣または｢政党名｣で投票
投票所入場券◆郵送にて配布します。
選挙公報◆�新聞折込にて配布します。新聞を購読されてい

ない方は、お申し出いただければ郵送します。

お問い合わせ●町選挙管理委員会　☎（76）2611

参議院議員選挙に行こう!!

『この一票　
　明るい未来を
 　　　　築く意思』

  

■
全
額
免
除
制
度
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一
部
納
付
制
度

　

申
請
者
の
所
得
額
な
ど
を
審
査
し
た
上
で
、

保
険
料
の
全
額
免
除
ま
た
は
一
部
納
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残
り
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保
険
料
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免
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ま
す
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除
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庫
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反
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受
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。

　

た
だ
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一
部
納
付
の
場
合
、
納
付
す
べ
き
一
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険
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。

　

国
民
年
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歳
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全
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民
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加
入
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保
険
料
を
出
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合
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支
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し
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保
険
料
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未
納
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ま
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放
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と
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年
金
を
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け
取
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こ
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が
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場
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あ
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。

　

国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
月
々

１
４
，
１
０
０
円(

平
成
19
年
度)
。
経

済
的
な
理
由
で
納
付
が
困
難
な
方
に
は
、

保
険
料
の
納
付
を
免
除
ま
た
は
猶
予
す

る
制
度
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
全
額

納
め
る
こ
と
が
一
番
で
す
が
、
ど
う
し

て
も
納
付
で
き
な
い
場
合
に
は
免
除
や

猶
予
の
申
請
を―

。

職種・採用予定人員●①一般行政職上級：若干名
　　　　　　　　　　②一般行政職初級：若干名
受験資格●
【一般行政職上級】�昭和52年4月2日～昭和61年4月1日

までに生まれた方で、学歴を問わない。�
昭和 61年 4月 2日以降に生まれた方で
学校教育法に基づく大学 ( 短期大学を除
く ) を卒業した方 ( 平成 20 年 3 月まで
に卒業見込の方を含む )。

【一般行政職初級】�昭和 61年 4月 2日～平成2年4月1日
までに生まれた方で、学歴を問わない。

試験日時●9月16日(日)　午前10時から
試験会場●香取市立佐原中学校
受験申込書の配布● �7 月 2日 ( 月 ) から多古町役場総務課

で配布 ( 土･日･祝日は除く )　　　　　
午前8時 30分～午後5時 30分まで

受験申込書の受付● �7月 30日 ( 月 ) ～ 8月 10日 ( 金 ) ま
で多古町役場総務課で受付 ( 土・日は
除く )

　　　　　　　　　午前8時 30分～午後5時 30分まで
お問い合わせ●役場総務課庶務係　☎（76）2611

『ねんきんダイヤル』
が変わります

音声ガイダンスが流れた場合は、該当する番号を押
してください。担当者におつなぎします。

年金を受給している方・年金証書を持ってい
る方の問い合わせ

年金の加入記録や見込額試算の申込・年金の
請求方法など、被保険者に関する問い合わせ

1

2

( 受付時間 )

○月曜日 (休日の場合は翌火曜日 ) ／午前8時 30分～午後7時

○火～金曜日／午前8時30分～午後5時15分

○毎月第２土曜日／午前9時 30分～午後4時

○毎年11月第 2･第４の土･日曜日／午前9時30分～午後4時

0570-05-1165
イ　イ  ロウ  ゴ

市内通話料
でOK

(携帯OK）

※ IP 電話・PHSからは｢03-6700-1165｣へ

―国民年金も厚生年金も―
　　　　お問い合わせは『ねんきんダイヤル』へ !!

7月17日(火)からの
お問い合わせ先です

　春の叙勲で、法務教官として多年にわたり非行少年の矯
正教育に尽力された片岡さんが、その功績により受章され
ました。昭和 36年に法務省職員の法務教官として採用さ
れて以来、町内の一鍬田地区にあった千葉星華学園に勤務
すること 15年。その後は千葉少年鑑別所、八街少年院へ
と転籍され、平成10年3月の退職を迎えるまでの37年間、
武道の教官として柔道や護身術を教えながら、収容少年の
矯正に当たってきました。
　現在は保護司として活躍。更生保護活動を通じて、明る
い社会づくりに貢献されています。

受
章

　

お
め
で
と
う

　
　
　

ご
ざ
い
ま
す

■春の叙勲■ 瑞宝単光章
片岡久二さん ( 間倉・70歳 )

ご
存
知
で
す
か
？
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度

【全額免除と一部納付の要件・内容】
　①申請者 ･配偶者 ･世帯主の前年所得が、それぞれ一定の基準額以下であること。

　②所得額 ･家族構成などに応じ｢全額免除｣または３段階ある｢一部納付｣に分けられる。
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30
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未
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方
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付
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予
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付
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所
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●
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除
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障
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る
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免
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■
免
除
さ
れ
た
保
険
料
の
追
納

　

将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
少
な
く
な
ら
な
い

よ
う
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
免
除
ま
た
は
猶

予
さ
れ
た
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る

(

追
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こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
３
年
目

以
降
に
追
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す
る
場
合
は
加
算
金
が
加
わ
り
ま

す
。

◆
手
続
き
・
お
問
い
合
わ
せ
◆

役
場
住
民
課
国
保
年
金
係

　
　
　
　

☎︵
76
︶5
4
0
5

佐
原
社
会
保
険
事
務
所

　
　
　
　

☎
0
4
7
8︵
55
︶1
6
6
1

納付すべき
一部保険料 免　除　額 全額納付と比べた

年金額※

全額免除 ― １４,１００円 １／３の年金額

４分の１納付 ３,５２０円 １０,５８０円 １／２の年金額

２分の１納付 ７,０５０円 ７,０５０円 ２／３の年金額

４分の３納付 １０,５７０円 ３,５３０円 ５／６の年金額

※国庫負担が3分の１の場合の割合です。

投票日（予定）◆ 7月29 日（日）

�� 2007.7


